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第 １２ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２９年１２月１８日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・ 4 田村
た む ら

  明
あきら

 

           5 前川
まえかわ

 洋子
よ う こ

・ 8 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・10 川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・11 横山
よこやま

 帛生
は く お

 

          12 淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

・13 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・19 佐野
さ の

すま子
こ

・21 坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

 

          24 川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

以上１３名 

 

欠 席 委 員   9 石井
い し い

 康宏
やすひろ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所  河芸：後藤副主幹 美里：小林担当主幹 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・10 川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

 

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第６号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第７号 買受適格証明願（公売）について 

 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第７号 非農地証明願について 

 議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の 

       決定について（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第１２回第１農地部会を開会させていただきます。 

       本日の欠席は、９番の石井康宏委員、出席委員は１３名です。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       ３番の坂倉行光委員、１０番の川口邦次委員にお願いしたいと思います。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告１号から第７号ま

で、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   大変失礼ですけど、座って説明させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

       それでは、議案書の１ページから４ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       番号１から２９で、４ページをお願いします、合計件数は２９件、合計面積

は１０万５，１３４㎡、内訳としまして、田が１０万４，７８１㎡、畑で３５

３㎡でございます。 

       これにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約

したものであります。 

       ５ページから７ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から９で、７ページになりますが、件数は合計で９件、合計面積は２

万９，４００．９１㎡、その内訳は田が２万３，３５１．９１㎡、畑が５，８

６７㎡、その他、これは台帳地目が雑種地となっている農地ですが、１８２㎡

でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が宅地になっているところは、無断転用の可能性があります

ので、届出人に対して指導しております。 

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１ 太陽光発電施設用地の１件で、面積は畑で３６５㎡でございます。 

       ９ページをお願いします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、駐車場用地 

       番号２、宅地分譲用地 

       番号３、駐車場用地 

       番号４、駐車場、物置用地 

       番号５、事務所用地 

       番号６、宅地分譲用地 

       番号７、進入用道路 

       番号８、駐車場用地 
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       番号９、宅地分譲用地 

       番号１０、一般個人住宅用地でございます。 

       以上、件数は１０件で、合計面積は２，３７８㎡、この内訳は田が３１７

㎡、畑が２，０６１㎡でございます。 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借権）でございます。 

       番号１、倉庫及び駐車場用地 

       番号２、太陽光発電施設用地 

       の２件で、合計面積は１，９１４㎡、この内訳は田が１，５４９㎡、畑が３

６５㎡でございます。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第６号 時効取得による所有権の移転でございます。 

       番号１、権利者     、申請地は田で９６３㎡、取得年月日は昭和４７

年月日不詳でございます。 

       番号２、権利者     、申請地は畑で３５㎡、取得年月日は昭和６２年

８月２６日でございます。 

       番号３、権利者     、申請地は畑で３３㎡、取得年月日は昭和６２年

８月２６日でございます。 

       番号４、権利者     、申請地は畑で２２１㎡、取得年月日は平成７年

２月２２日でございます。 

       以上、件数は４件で、合計面積は１，２５２㎡、この内訳は田が９６３㎡、

畑が２８９㎡でございます。 

       これら案件につきまして、権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己の

所有地として維持管理しており、取得時効が完成しております。 

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第７号 買受適格証明願（公売）について。 

       番号１、公売対象農地 高茶屋小森町大新田    、台帳地目 田、面積 

１７．７５㎡、届出人     。 

       これにつきましては、三重地方税管理回収機構が行う不動産公売に参加する

ための証明願で、落札後は倉庫用地とするため、対象農地が市街化区域内であ

りますことから、農地法第５条の届出が添付されております。 

       なお、公売財産は隣接宅地及び倉庫と一括して売却されます。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

       よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページ、１４ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 
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       番号１、地区 一身田、受人     、面積２４万９，４１１．４㎡、渡

人     、面積５，１００㎡、申請地 一身田上津部田ハノ坪    、

台帳地目・現況地目とも田、面積２，１７７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号２、地区 一身田、受人     、面積１２万９，１３１㎡、渡人 

    、面積１，４６９㎡、申請地 一身田豊野にノ坪    、台帳地目

 田・現況地目 畑、面積５０２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号３、地区 櫛形、受人     、面積３，００１㎡、渡人      

      、面積１，５１２㎡、申請地 産品花道    、台帳地目・現況地目とも

田、面積９５７㎡外２筆、合計面積１，０２５㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号４、地区 櫛形、受人     、面積３，００１㎡、渡人      

      外７名、面積１，２８５㎡、申請地 産品産ヶ塚    、台帳地目・現況地

目とも田、面積１１０㎡外７筆、合計面積１，１７９㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号５、地区 櫛形、受人     、面積５，４８８㎡、渡人      

      、面積１，６２３㎡、申請地 分部五反田    、台帳地目・現況地目とも

田、面積１，６２３㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化のため離農する渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

       番号６、地区 櫛形、受人     、面積４，７１０㎡、渡人    

 、面積２，０８４㎡、申請地 分部久保    、台帳地目 田・現況地目

 畑、面積８７１㎡外１筆、合計面積２，０８４㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       番号７、地区 雲出、受人     、面積２，８４３㎡、渡

人     、面積３，０６１㎡、申請地 雲出長常町十五所南    、台

帳地目･現況地目とも田、面積２，７８１㎡。 

       これにつきましては、生前部分贈与です。 

       番号８、地区 大里、受人     、面積１万１，７３９㎡、渡

人     、面積３，０１６㎡、申請地 大里野田町毛抜    、台帳地

目・現況地目とも田、面積２，２２８㎡外１筆、合計面積５，５０７㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号９、地区 村主、受人     、面積４，０８４㎡、渡

人     、面積９５２㎡、申請地 安濃町今徳山出    、台帳地目 

田・現況地目 畑、面積９５２㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化ため労力不足の渡人から申請地を譲り

受け、新規に営農するものです。 

       番号１０、地区 村主、受人     、面積１万２，０９４㎡、渡人 亡

き    相続財産管理人 弁護士     、面積５５７㎡、申請地 安濃



 5 

町川西藤ヶ森    、台帳地目・現況地目とも田、面積３５３㎡。 

       これにつきましては、受人は、申請地を相続財産管理人から譲り受け、営農

を拡大するものです。 

       番号１１、地区 安濃、受人     、面積６，９３３㎡、渡

人     、面積１７，３１３．２５㎡、申請地 安濃町内多壱之

坪    、台帳地目・現況地目とも田、面積７１９㎡外１筆、合計面積１，

０１３㎡。 

       これにつきましては、次の番号１２の農地と自作地相互の交換になります。 

       番号１２、地区 安濃、受人     、面積１万７，３１３．２５㎡、渡

人     、面積６，９３３㎡、申請地 安濃町内多秋寄    、台帳地

目・現況地目とも田、面積１，２００㎡。 

       これにつきましては、先ほどの番号１１と自作地相互の交換になります。 

       番号１３、地区 明合、受人     、面積８万３，４６９㎡、渡

人     、面積１，４２１㎡、申請地 安濃町栗加楢之木    、台帳

地目・現況地目とも田、面積１，４２１㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は１３件、合計面積は、すべて田で２万１，８１７㎡でございま

す。 

       これら案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番、２番。 

 

田村委員   ４番、田村です。１番については、１２月１４日現地確認を行いました。事

務局の説明どおりで問題ないと思います。なお、以前から賃借し耕作していた

申請地を購入するということで、特に問題ないということでございます。 

       それから、２番ですけど１２月１１日に現地確認を行いました。こちらにつ

いても事務局の説明どおりで問題ないと思います。あと、地元推進委員からも

特に問題ありませんという意見でした。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号３、４、５、６番。 

 

前川委員   ５番、前川です。３番と４番につきましては、１２月８日に地元推進委員と

現地確認をしまして事務局の説明どおり、特に問題ないということですのでよ

ろしくお願いします。 

       それから、５番は１２月８日に地元推進委員と話をし、特に問題ないという

ことですのでよろしくお願いします。 

       それから、６番は１２月１０日に地元推進委員と話をし、現地確認をしまし

た。耕作には不向きでありますが、具体的な作付計画もあることから、今後も
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注視していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号７番。 

 

太田委員   １番、太田です。この件につきまして、地元推進委員と確認しました。申請

地の隣を推進委員が耕作しており、問題ないということでした。よろしくお願

いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号８番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。地元推進委員より、特に問題ないという報告を受けており

ます。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号９番。 

 

平井委員   １３番、平井です。１２月８日に現地確認を行いました。新規就農を行うた

めの農地取得ということで、地元推進委員も問題ないとのことでした。あとは

事務局の説明どおり問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１０番。 

 

平井委員   １３番、平井です。これにつきましても、１２月８日に現地確認を行いまし

た。今まで耕作放棄地でしたが、譲受人が耕作していただくということで、地

元推進委員も特に問題ないとのことでした。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１１、１２番。 

 

淺生委員   １２番、淺生です。１１番と１２番の案件は、地元推進委員と現地確認をし

まして、相互の交換ということで問題なしとの意見でした。よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１３番。 

 

淺生委員   同じく１２番、淺生です。地元推進委員と現地確認をした結果、別に問題な

しということでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第１号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借

権）、事務局の説明をお願いします。 

 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）でご

ざいます。 

       番号１、地区 上野、借人     、面積９万１，６１３㎡、貸

人     、面積１，６３１㎡、申請地 河芸町東千里東番場    、台

帳地目・現況地目とも田、面積１，０１１㎡。 

       これにつきましては、借人は、兼業のため営農を縮小する貸人と申請地に５

年間の賃貸借権を設定し、営農を拡大するものです。 

       番号２、地区 上野、借人     、面積９万１，６１３㎡、貸

人     、面積１，１７６㎡、申請地 河芸町東千里新界    、台帳

地目・現況地目とも田、面積１，０１１㎡。 

       これにつきましては、借人は、兼業のため営農を縮小する貸人と申請地に５

年間の賃貸借権を設定し、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は２件、合計面積は、田で２，０２２㎡でございます。 

       これら案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   これは私の担当する地区ですが、１番、２番とも地元推進委員と確認したと

ころ、別に問題はないということで、あとは事務局の説明のとおりです。 

       この件について、皆さんはいかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第２号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま

す。 

       番号１、地区 長野、申請者     、申請地 美里町平木堀



 8 

田    、台帳地目・現況地目 田、面積１，９４６㎡外２筆、合計面積

２，５２７㎡。 

       これにつきましては、平成１４年ごろ檜を植林されており、始末書が添付さ

れておりますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、につきましては、この度取り下げられております。申し訳ありませ

んが、抹消をお願いします。 

       番号３、地区 村主、申請者     、申請地 安濃町今徳中

出    、台帳地目 田・現況地目 畑、面積４２㎡外１筆、合計面積９１

㎡。 

       これにつきましては、隣接する一般個人住宅用地の一部としようとするもの

です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は、１件抹消しましたので、２件で、合計面積は、田で２，６１

８㎡に訂正をお願いします。 

       いずれの案件につきまして、農地法第４条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

横山委員   １１番、横山です。１２月８日に守山会長、喜多部会長、事務局ご臨席のも

と現地確認を行いました。地元推進委員さんも同席して、問題ないということ

ですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号３番。 

 

平井委員   １３番、平井です。１２月８日に現地確認を行いました。地元推進委員も問

題なしということでございますので、事務局の説明どおり、問題ありません。

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第３号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １７ページ・１８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 産品衣

谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を車両等

置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，３６６㎡外１筆、合計面積

１，３６９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電資材の資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積４４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 櫛形、受人     、渡人     、申請地 分部五反

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積２０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 高野尾、受人 宗教法人     代表役員     、渡

人     、申請地 高野尾町中町    、台帳地目 畑・現況地目 墓

地、面積２４１㎡外１筆、合計面積３１３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から寄付を受けるものですが、昭和２３

年ごろから墓地及び駐車場として利用されており、始末書の提出がありますこ

とから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号６、地区 高野尾、受人     、渡人     、申請地 高野尾

町北山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積６２６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を診療所

用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号７、地区 辰水、受人     、渡人     、申請地 美里町船

山垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積８９４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３８２．１２㎡、転用面積

の４２．７％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 辰水、受人 ㈲     代表取締役     、渡人  

   外２名、申請地 美里町家所糀平    、台帳地目・現況地目 畑、

面積５３１㎡外３筆、合計面積１，５９９㎡。 
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       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５４０．４９㎡、日影を避

けて設置することから、転用面積の３３．１７％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号９、地区 草生、受人     、渡人     、申請地 安濃町安

部下津見    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３５３㎡外１筆、合計面

積３９２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 村主、受人     、渡人     、申請地 安濃町

川西廣見    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２２４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１１、地区 安濃、受人 ㈱     代表取締役     、渡

人     、申請地 安濃町清水築原    、台帳地目 田・現況地目 

畑、面積６６㎡外１筆、合計面積１３８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１１件、合計面積は、５，８５７㎡、このうち田が２，４６５

㎡、畑が３，３９２㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番、２番、３番、４番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１番ですけども、１２月８日に地元推進委員と現地確認し

まして、事務局の説明どおり、特に問題ないと思いますので、よろしくお願い

します。 

       ２番、３番、４番は、１２月８日に隣接の地元推進委員に参加していただき

まして、会長、部会長と現地確認をしました。特に事務局の説明どおり、問題

ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号５番、６番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。１２月８日に地元推進委員と現地確認しました。特に問題

ございません。また、１２月１２日に高野尾地区農業推進協議会においても特

に問題ないということです。 

       続いて６番ですが、１２月８日に地元推進委員と現地確認をしました。特に
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問題はございません。また、１２月１２日に同じく高野尾地区農業推進協議会

において協議しました。特に問題ないということでありますが、申請地が豊里

ネオポリスという団地内であることから、道路も狭いし、建設中を含めて注意

してやってもらいたいという意見が出ましたので、申請者に申し伝えました。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号７番、８番。 

 

横山委員   １１番、横山です。７番につきましては、事務局の説明どおりですけども、

地元と業者間で調整すべき内容が残っていることから、継続して業者が地域へ

説明をしていくことで調整されています。地元推進委員も１１月１３日に申請

書及び現地確認して、問題ないということでした。よろしくお願いいたしま

す。 

       それから、８番ですが、１２月８日に守山会長、喜多部会長、事務局とで現

地確認をしていただきました。地元推進委員も同席し、問題ないとの意見でし

た。内容的に賃貸借権の設定から所有権移転へ変更するということで問題ない

と思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号９番。 

 

平井委員   １３番、平井です。１２月８日に地元推進委員ともども現地確認を行いまし

た。地元推進委員も問題ないということでございますので、事務局の説明どお

りによろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１０番。 

 

平井委員   １３番、平井です。これにつきましても、１２月８日に現地確認を行いまし

た。地元推進委員も問題ないということでございますので、事務局の説明どお

りによろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１１番。 

 

淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員も別に問題なしということですので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については許可することに決定いた
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します。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

       番号１、地区 豊津、借人     ㈱ 代表取締役     、貸人  

   、申請地 河芸町影重浜新田    、台帳地目 田・現況地目 畑、

面積３２６㎡のうち２１９㎡外２筆、合計面積４５０㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に４ヵ月間の賃貸借権を設定し、

申請地を下水道工事用の仮設ヤードとして一時転用するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 椋本、借人 ㈱     代表取締役     、貸

人     、申請地 芸濃町椋本一ッ谷    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積１７５㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２５年間の賃貸借権を設定し、

申請地を店舗用の駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 安濃、借人     ㈱ 代表取締役     、貸

人     、申請地 安濃町内多壱之坪    、台帳地目・現況地目とも

田、面積９０８㎡のうち７２㎡外１筆、合計面積２００㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に平成３０年７月３０日を期限と

する賃貸借権を設定し、申請地を下水道工事用の重機及び車両置場用地として

一時転用するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件、合計面積は、８２５㎡、このうち田が６５０㎡、畑が１

７５㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番については、私の担当地区になります。 

       地元推進委員と協議したところ、別に問題ないということで、事務局の説明

のあったとおりで問題はないと思います。よろしくお願いします。 

       番号２番。 

 

川口委員   １０番、芸濃の川口です。申請地は９月に許可された隣接地にあたります。

地元推進委員と現地調査し審議していただいたところ、別に問題はないという

ことでございました。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号３番。 
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淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員も別に問題なしということで、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第５号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、地区 神戸、借人     、貸人     、申請地 半田松ヶ

枝    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２２１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と３０年間の使用貸借権を設定し、申請

地を農家住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、この案件につきましては農地法第５条第２項各号には該

当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１２月８日に地元推進委員と現地確認をしまして、事務局

の説明どおり特に問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第６号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第７号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   ２１ページをお願いいたします。 

       議案第７号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 草生、願出者     、申請地 安濃町草生東

浦    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積６６㎡外１筆、合計面積４

１３㎡。 

       これにつきましては、提出されております津市発行の評価証明書により、申

請地には、昭和４１年に既に農家住宅が建築されていることが確認できます。 

       件数はこの１件で、この案件につきましては、農地以外の用に供され２０年

以上が経過している土地であり、これは、津市農業委員会 非農地証明事務取

扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地では無い旨の証明

をしても差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

平井委員   １３番、平井です。１２月８日に現地確認を行いました。地元推進委員も全

く問題ないということでございますので、事務局の説明どおり、よろしくお願

いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第７号については証明することに決定いた

します。 

       次に、別冊でお配りしました議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明をお願い

します。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で１５万２，２１６

㎡、畑の賃貸借、使用貸借で２，３９５㎡、契約件数は７０件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で１万９，４０１㎡、契

約件数は８件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９万２，９５５㎡、畑の

賃貸借、使用貸借で６，６３９㎡、契約件数は２７件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１万４，６５２㎡、契約

件数は５件でございます。 
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       美里地区につきましては、田の賃貸借で８，３７４㎡、契約件数は４件でご

ざいます。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて２８

７，５９８㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借で９，０３４㎡、合計契約件数

は１１４件、合計面積は２９万６，６３２㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区で２７件、河芸地区２件、安濃地区２

２件、芸濃地区２件、美里地区１件で合計５４件、合計面積は２１万２，０５

２㎡でございます。 

       なお、今回の利用集積計画のうち、件数で４７．４％、面積では７１．５％

が認定農業者に集積されております。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明が終わりました。初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

       まず、整理番号１２についてです。    委員、一時退室をお願いしま

す。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件について、皆さん、いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号８０外１２件についてです。    委員、一時退室をお願

いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この１３件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号５外５３件の    に関する分についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この５４件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

します。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、議案第８号について、全て適正であると認め、市長に進達するこ

とにいたします。 

       以上で、部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

       以上で、第１２回第１農地部会を終了いたします。 

 

                             午前１０時５２分 

 

 

 

上記は、第１２回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２９年１２月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 


